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はじめに 

世界的に、発電設備に占める再生可能エネルギーの比率が増加している。IEA（International Energy 

Agency ; 国際エネルギー機関）1 によれば、2015 年に世界全体での既存発電設備容量における再生可能エネ

ルギー（水力を含む）が初めて石炭火力発電を超えるという記録的な年になり、2016年も再生可能エネルギ

ーの年間導入量が過去最大を更新するなど導入伸展が続いている。その中で最も普及が進んでいるものが風

力発電である一方で、風力発電には様々なリスクがあるのも事実である。 

本稿ではこうしたリスクのうち、特に事業影響が大きいと考えられる重大事故や甚大な環境負荷の発生に

対するリスク管理と危機管理について、その概要と必要性について説明する。 

1. 風力発電の動向について 

世界的な再生可能エネルギーの推進団体である REN21(Renewable Energy policy Network for the 21ST 

Century）2 のレポートによれば、2016年の世界の電力供給量の 24.5 %が再生可能エネルギー（水力を含む）

となっており（図 1）、このうち水力を除いた再生可能エネルギーでは実に 50.6 %を風力が占めている（図 2)。 

IEA が 2017 年 11 月 14 日に発表した見通し（New Policies Scenario）では、電源別発電量割合で風力発

電は 2016 年の 4 %から 2030 年には 11 %に拡大するとみている（石炭火力は 37 %から 26 %に縮小）。また、

GWEC（Global Wind Energy Council）3 でも風力発電の設備容量（単位時間当たりの最大仕事量）として、

2015 年比で 2030 年に約 2.9 倍、2050 年には約 6.6 倍に成長すると予測している。こうした風力発電導入の

拡大見通しは、急激な発電コスト低下の実現と洋上風力発電開発による設置エリアの拡大を背景にしている

もので、今後も風力発電は再生可能エネルギーの中で最も伸展が期待されている電源と言える。 

 

 

1 OECD（経済協力開発機構）の枠内機関でエネルギー全般にわたる政策機関 
2 政府機関、国際機関、NGO、産業界、地方自治体、研究機関などによって構成されるマルチステークホルダーのネット

ワーク 
3 世界風力エネルギー会議。風力エネルギー分野の国際的業界団体であり、日本からは日本風力発電協会（JWPA）と日本

風力エネルギー学会(JWEA)が加盟。 
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図 1 世界の電力供給における再生可能エネルギー割合（2016年末、推定値）4 

 

 

図 2  世界の再生可能エネルギー（水力除く）の発電量内訳（2016年）5 

 

一方、日本では 2012 年 7 月に固定価格買取制度（FIT）が導入されたことで、再生可能エネルギーへの関

心が高まったものの、買取価格の高さもあって太陽光発電の導入が大半を占めてきた。世界で再生可能エネ

ルギーの潮流である風力発電は、日本においては、環境アセスメント導入の足枷もあって暫く導入に足踏み

をすることとなった。その後、環境アセスメントを終えた大型風力発電所の開発が多数進んだが、系統連系

問題 6 や国が発表した 2030 年度エネルギーミックスの電源構成における風力発電の導入量見通し 7 の影響

等から多くの風力発電所計画が遅延していた。 

ところが、2017 年 11 月の国連気候変動枠組み条約第 23 回締約国会議（COP23）において、世界中の関係

団体や投資家等から日本の石炭火力発電推進姿勢に対する懸念が示され、日本は再生可能エネルギーの推進

強化を求められた。このことは、日本における再生可能エネルギーへの取組みの議論を再度活発化させるこ

ととなり、再生可能エネルギーの普及促進について政治家や有識者が発言する機会が一気に増加しただけで

なく、マスコミでもポテンシャルが多い洋上風力発電を中心に開発促進の世論を形成するような特集が組ま

4 REN21「RENEWABLE 2017 ; GLOBAL STATUS REPORT」より引用 
5 REN21「RENEWABLE 2017 ; GLOBAL STATUS REPORT」を元に当社作成 
6 発電と送電のシステムである電力系統では、電気の受給バランスの観点により、容量面と変動面から制約を設ける必要

がある。電力会社によっては、送電線に空き容量がないことを理由に接続を受け付けない場合や接続後の発電所側に無期

限の出力制御を条件として接続を認めている場合がある。 
7 2015年 7月に、国は「長期エネルギー需給見通し」の中で 2030年時点の風力発電の設備容量を 1,000万 Kwと示した。

一方、一般社団法人日本風力発電協会（JWPA）では、2016年 2月の Wind Visionの中で 2030年時点の導入見通しを 3,630

万 kWと発表している。 
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れることが多くなった。こうした流れに呼応するように、2018 年 3 月には国も 2050 年に向けた長期エネル

ギー戦略の中で、再生可能エネルギーを主力電源とすることを明らかにした。さらに、各省庁においても風

力発電（洋上風力発電を含む）を支援する様々な政策や制度の構築が活発化している。 

このように、日本においても、風力発電に対する肯定的な理解が国家レベルで深まりつつある一方で、日

本の風力発電の普及拡大にはいくつかの課題もある。前掲の系統連系の問題、環境アセスの短縮化、そして

発電コスト低減の実現、等である。さらに風力発電は故障や事故が多いという特徴があり、日本においては

台風や落雷という厳しい自然環境の影響も無視できない。特に、公衆被害が懸念される重大事故については、

不定期に開催される国の保安分科会における新エネルギー発電設備事故対応・構造等ワーキンググループに

おいて、事業者に対し詳細な報告が求められる。近年も鹿児島県での複数の風車座屈事故や佐賀県での火災

事故等が報告され、事故原因の究明や再発防止策の検討について有識者を交えた徹底した議論がなされてい

る。 

風力発電設備は巨大な構造物であるがゆえに、重大な事故が発生すると地元住民の目に留まるだけでなく、

その姿はマスコミによってセンセーショナルに報じられる傾向がある。幸いにして、日本では風力発電設備

事故による第三者の人身被害は発生していない。しかし、ひとたび安全性に疑義をもたれるような事故が発

生すれば、その後の事業者の対処如何によっては、風力発電の安全性・信頼性について国民の理解を一気に

失うこととなり、社会受容レベルを大きく下げてしまうことで、風力発電の普及発展に対する頑強なブレー

キとなりかねない。あるいは、甚大な環境負荷（動植物への影響、景観等）が出現する場合でも、自然保護

団体ばかりでなく、やはり国民からの支持を失うこととなろう。 

リスク管理や危機管理は、近年多くの一般企業で、少なくない失敗事例を教訓として、その取り組みが強

化されてきている。それに対し、風力発電事業者においては致命的なリスクや危機を経験することが少なか

ったせいか、真摯かつ周到な準備がなされてこなかったと言える。 

次章では、まずリスク管理と危機管理について、一般的な内容を解説する。 

2. リスク管理と危機管理 

2.1. リスク管理と危機管理の定義 

一般に、リスク管理（Risk Management）と危機管理（Crisis Management）という言葉は広く産業界で頻

繁に使われているが、厳密には両者は異なる概念である。 

リスク管理とは、「事業活動を妨げる要因となるリスクが顕在化した際に生じ得る損害やその影響を把握し

縮小するとともに、リスクの顕在化を抑制することによりリスクを最小化する管理手法」である。リスクを

低減する活動にはコストが必要となるため、実際の対策では経済的な観点も考慮したうえで実践される。 

こうしたリスク管理を実施していても、想定しないリスクの発生やリスク量（発生可能性や損失規模）の

見誤りで、様々なリスクが顕在化（危機が発生）することとなる。その中には、事業活動に重大な損失を与

える危機や、場合によっては企業の存続をも危うくしかねない危機が発生しうる。こうした万が一の危機発

生に対処するものが、危機管理である。 

危機管理とは、「万が一、危機が発生したことにより生じ得る損失やその影響を最小化するために、危機発

生時の対応を管理すること」であり、一般に、危機管理体制構築、危機管理マニュアル作成、危機対応訓練 

等がその内容として挙げられる。 
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図 3 リスク管理と危機管理の時系列の流れ 8 

 

図 3は、リスク管理と危機管理の関係を、復旧対応を含めた広義のリスクマネジメントの中で時系列に表

したものである。平常時（危機発生前）は、リスク管理を通じてリスクの低減を図る活動を継続し、企業活

動レベルが下がらないように対策をとっている。リスクが顕在化し危機が発生すれば、企業活動レベルは急

降下する。このときの初動を含めた緊急時対応が危機管理である。あらかじめ策定しておいた危機管理対応

マニュアルに基づいて危機管理体制を発動することにより、なるべく早く最悪の状況から脱却する。この危

機管理対応について初動やその後の対応を誤ると、レピュテーションリスク（風評リスク）が発生し、新た

な企業危機レベルを招致することになる。なお、危機管理対応をおこなった後に、平常時の企業活動レベル

に早期復旧などを行う場合の手順計画を事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）という。 

2.2. 企業における危機とは 

企業において定義づけられる危機は、企業の規模や形態（業種、海外進出の有無、等）によって異なる。 

想定しうる企業の危機を、以下に例示する。 

① 台風や地震等の自然災害により、あるいは製造業等の重大事故（火災や爆発、環境汚染等）で、人的・ 

物的被害が直接的あるいは間接的（サプライチェーンからの）に生じる。 

② 多数の社員が労災事故で、あるいはテロやパンデミックに巻き込まれ事業停止となる。 

③ 商品やサービスに欠陥（食中毒やＰＬ事故）があり、大量のリコールが発生する。また、クレームや風

評による被害が生じる。 

④ 社員不祥事（犯罪行為を含む）、企業不祥事（粉飾決算等）、ハラスメント等によるコンプライアンス問 

題が生じ、企業イメージをダウンさせる。 

⑤ 市場動向の変化等による販売不振、新規事業・設備投資の失敗等によって事業経営が悪化する。 

⑥ その他（サイバー攻撃やコンピュータウイルスによるシステムダウン、個人情報の漏洩、等） 

こうした危機の事例は、わが国でもいくつも心当たりとして思い浮かべられるはずである。もちろん、そ

れらは当該企業固有の事情が大きく影響したケースも少なくないが、他のどの企業においても発生の可能性

8 当社作成 
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を否定することは難しい。 

なかにはこうした危機の発生後に、広報対応時の不適切さにより、新たなレピュテーションリスクを招致

し、企業経営に大きなダメージを被った事例もある。リスク管理が不十分なことで企業経営の危機が発生し、

さらに危機管理対応にも失敗したために会社の存続が困難となった。そうした事例では、危機の発生原因は

コンプライアンス違反、事故の発生、等と様々であるが、いずれの企業の商品・サービスとも国民（＝消費

者）に直接関わるものであり、またマスコミ対応を誤ったことで当該企業（そして商品・サービス）に対す

る消費者イメージを著しく低下させたという共通点がある。 

リスク管理、危機管理が企業活動に必要であることは、上記のような業種に特有なことではなく、風力発

電のような発電事業でも重視されるべき事項である。また、レピュテーションリスクに曝される可能性も風

力発電においても否定できない。以下は、風力発電事業に特化したリスク管理、危機管理について解説を続

ける。 

3. 風力発電事業におけるリスク管理 

風力発電において想定されるリスクは、一般に、計画段階から建設工事段階、運転段階に至るまで様々で

ある。 

図 4に、風力発電を取り巻くリスク(広義)を示す。他の発電源とは共通する部分もあるが、その形態から

風力発電特有のリスクも少なくない。 

また、これらのリスクは、それぞれが単独で顕在化するだけでなく、一つのリスクが他のリスクに対する

誘因となって複合的なリスクとして顕在化する場合もある。例えば、自然災害により事故が発生した場合に

休業損失が発生するだけでなく、損傷部品が飛散することで賠償リスクや環境影響リスクを誘発する可能性

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 風力発電を取り巻くリスク（広義）概要 9 

 

計画段階において、当該風力発電事業に対する諸リスクについて詳細に洗い出し、それぞれのリスクが顕

在化した場合の影響度とその可能性について定量的にリスク評価をおこなったうえで、現状のリスク管理計

画についてのリスク抑制レベリングを行うこと（リスクアセスメント）が重要である。リスクアセスメント

9 当社作成 
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の結果で、より強固なリスク管理を計画することで、建設段階、運転・維持管理段階のリスクの顕在化を防

止、あるいは抑制することが可能となる。図 5にリスクアセスメントシートの見本を示す。 

ID
事業
段階

大項目 中項目 リスク要因 チェック内容
リスク
の重大
度

リスク対策の状態
対策
レベル

現状の
リスク
レベル

1-01
自身または調査会社の能力不足のために調査
が不十分あるいは過誤がある

・風況による採算性の確認ができているか
・風力発電ゾーニング手法による確認をしている
か

1-02
風況により有望地域と考えられても、自然条
件、社会条件、関係法規の許認可等で手続き
に時間や制約を受ける

・精緻な立地調査を実施しているか

1-03 用地確保
開発予定地の一部で地権者が不明である、あ
るいは賃貸借契約が不調となる

・風車、送電線、変電所、現場事務所等の地上
権または貸借権設定もしくは占用許可等の漏れ
がないか

1-04
調査会社の能力不足により、環境アセスメント
の評価項目を十分満たした調査がおこなわれ
ない、あるいは配慮書、方法書が不十分である

・実績・信頼性のある調査会社を選定しているか
・妥当性のある実施期間を想定しているか

1-05
アセスメント中に重要問題が発生することによ
り、アセスメント期間が延長、事業計画の見直
し、または事業が中止となる

・予定地の環境影響についてチェックが実施され
ているか
・適切かつ効果的な環境保全措置が検討されて
いるか

1-07
地元との
合意形成

事業計画内容について、地元自治体・権利者の
理解が得られず、事業計画が中断、あるいは遅
延する

・事業計画内容について、地元自治体・権利者の
理解が得られているか
・合意を得られやすいような地域貢献策を提示し
ているか

環境アセスメント環境影響

地元自治体・権利者の
理解

計画
段階

事業適地

開発エリアの適否

立地選定

地権者との合意

 

図 5 風力発電事業のリスクアセスメントシート（見本）10 

 

表 1は、計画段階で洗い出した諸リスクのうち、風力発電の運転・維持管理段階におけるリスク（及び留

意点）をさらに詳細に洗い出したものである。これらは、計画段階においてリスク管理がなされた状態で、

内的・外的な要因により、想定外にあるいは見誤った形で、なお顕在化する可能性をもつ。 

表 1 風力発電の運転・維持管理段階のリスク(及び留意点)詳細 11 

リスク分類 地上・洋上共通 

故障・事故 火災事故、電気的・機械的な事故・故障（オペレーションによるものを含む）  

設計欠陥や構造上の瑕疵に起因する損傷、経年劣化による部品損傷 

自然災害（風災、雹災、水災、雪災、雷害、地震・津波）による損傷 

ケーブル損傷（アンカーによる損傷、経年浸食） 

O&M における人的ミス（判断誤りを含む）、メンテナンス不良 

休業損失 事故・故障による停止、行政からの停止命令期間中の売電損失 

賠償責任、労災 施設管理に起因する賠償責任（人的・物的）、点検中の労災事故 

発電量低迷 発電量低迷（風況調査の評価過誤） 

環境影響 生態系への影響、バードストライク、景観 等 

社会 騒音、低周波音、電磁波、シャドーフリッカー12 等の地域住民への影響 

法制 電気事業法（保安規定）、FIT 見直し、出力制御 

危機管理 緊急時の対応（マニュアル整備、訓練） 

劣化 劣化（錆、腐食）、部品の疲労破壊（乱流による疲労を含む） 

部品調達 スペアパーツのストック（又は調達ルートの確保） 

船舶手配 故障・事故時の作業船手配、O&M 用アクセス船の手配 

気象・海象 気象・海象の悪条件による O&M 困難、洗掘 

立替・撤去 撤去時のコスト確保（資本費の 5～10％）、リプレース・リパワリング検討 

赤字：洋上固有、青字：陸上固有 

10 当社作成 
11 当社作成 
12 風力発電設備の回転するブレードが太陽を遮ることにより地上部に周期的に明暗が生じる現象で、住宅等が範囲内に

あると住民の生活等に影響が懸念される。 
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図 6は、リスクマネジメントにおけるリスクの洗い出しからリスク処理までのプロセスを表したものであ

る。このリスク処理のプロセスは、風力発電事業に特有のものではない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 リスクマネジメントのプロセス 13 

 

表 1に掲げたリスクのうち事故等の防止のため、国は電気事業法で、発電事業者が有する発電設備（事業

用電気工作物）に対して、技術基準に適合する義務（第 39 条）と保安規程の作成・届出・遵守義務（第 42

条）を課している。 

電気事業法は、電力会社などの電気事業の適正・合理的な運営に関する規定を定めることにより電気使用

者の利益保護を図るとともに、電気工作物の保安確保による公共の安全確保、環境保全等を目的として制定

された法律である。同法で適合義務を課している技術基準は、電気事業法の「省令」（経済産業省令）として

規定されているが、この技術基準が求めている技術的要求事項を充たすための具体的判断基準として「技術

基準解釈」が水力、火力、風力及び電気設備において制定されている。 

同法で制定等の義務が課せられている保安規定は、発電事業者が工事、維持及び運用に関する保安の確保

を自ら行うために、具体的な保安業務の基本事項を自ら定めるものである。発電所の規模や設備にあわせて

社内保安体制（保安管理組織・保安業務分掌・指揮命令系統等）と保安業務内容を作成する。 

また、出力 500kW 以上の発電所に対し、公衆安全にかかわる重大事故を防止することを目的に、従来自主

点検の位置づけであった定期点検について、定期安全管理検査制度として法的に義務付ける電気事業法等の

改正が 2015 年 6月に行われた。また、これに合わせて、すでに火力発電で導入されていた定期安全管理審査

制度についても、2017年度から風力発電設備に導入され、表 2の法定審査 6項目について、事業者検査の検

査品質が第三者機関により確認されることとなっている。 

 

表 2 法定審査 6項目 14 

 

 

 

13 当社作成 
14 経済産業省「使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）」 

１．法定事業者検査の実施に係る組織 

２．検査の方法 

３．工程管理 

４．検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

５．検査記録の管理に関する事項 

６．検査に係る境域訓練に関する事項 
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4. 風力発電事業における危機管理 

4.1. 風力発電事業の危機とは 

前章で記載した各リスクについては、万一顕在化したとしても、必ずしも風力発電事業の経営を危うくす

るような事業危機となるわけではない。それぞれのリスクが解決すれば、通常の事業活動に戻ることができ

るものが大半である。それでは、風力発電にとって事業危機となるケースとはどういうものを指すのであろ

うか。 

もちろん風力発電といえども、コンプライアンスを原因とする事由からの危機は一般企業と同様に事業に

大きく影響する。当該発電事業者の社内の法令違反だけでなく、風力発電事業は特定目的会社（SPC）である

場合が多いことから、当該発電事業者の出資者におけるコンプライアンスの問題も影響するかもしれない。 

こうした業種に関係なく危機となる事由は、多くの危機管理の解説書等に詳しいため、ここでは風力発電

事業者に特有の危機事由について、以下に記述する。 

（１）発電量の計画値と実際発電量との大幅な乖離による事業性の悪化 

（２）複数の発電設備が災害で設備が損傷を受け発電事業が停止 

（３）系統連係側より指定電気事業者制度に基づいて長期間出力制限をかけられる 

（４）公衆被害事故（あるいはその恐れがある重大事故）の発生による地元住民の理解低下（反対運動・訴 

訟への発展） 

（５）環境影響（バードストライク、汚染、等）や健康被害トラブル（騒音、等）の発生によるステークホ

ルダー（地元住民、漁業関係者、環境保護団体、関係省庁、等）からの反対（反対運動・訴訟への発

展、行政による停止命令） 

上記のうち、発生後の対応の如何により風力発電事業に重大な危機となりうるものは（４）（５）である。

これらは、当該事案が発生することで、即座に事業危機となるわけではない。初動対応や危機発生後のステ

ークホルダーへの事後対応を失敗することで、最悪事態に陥ると事業継続に危機となる可能性がある。 

4.2. 風力発電の危機想定シナリオ 

前項の重大事故、環境影響・健康被害トラブルは、発生時点ではリスクの顕在化であり、その初動対応以

降で、事業危機に変貌する分岐点となる懸念ポイントがある。 

1．重大事故（システム・部品の火災、落下、飛散、転倒）の発生 

 公衆被害事故（第三者が死傷する事故）につながる 

 被害者対応の失敗（事業者側の発言、態度に起因する） 

 記者取材、記者会見での対応失敗により、マスコミでネガティブな報道がなされる 

 地域住民との衝突、反対運動（運転停止要請） 

 他事業者・他サイトへの波及(マスコミ取材、地域住民の反対運動） 

2．環境・健康被害に関わるトラブル、訴訟提起 

 騒音、シャドウフリッカー、低周波音、景観毀損による訴訟提起（発電停止、撤去） 

 バードストライクに対する自然保護団体との衝突 

 記者取材、記者会見での対応失敗により、マスコミでネガティブな報道がなされる 

 地域住民との衝突、反対運動（運転停止要請） 
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 他事業者・他サイトへの波及(マスコミ取材、地域住民の反対運動） 

以下は、風力発電における重大事故発生時の危機想定の例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来、風力発電における重大事故についての事業者の危機想定は、システム修理計画の齟齬による復旧遅

延に理解が置かれていた（ＢＣＰの問題）。しかしながら、これらの事故発生時には、公衆被害事故や環境・

健康被害のトラブル発生に伴う被害者対応、地域住民対応およびマスコミ対応を伴うこととなる。これらの

対応如何こそが、危機管理の本質であると言える（図 7 にイメージを示す）。 

 

 

図 7 風力発電の事故に伴う環境・健康被害トラブル発生の危機想定シナリオイメージ 15 

 

風力発電事業では、リスク管理の観点からは重大事故を起こさない、環境負荷を与えないための十分な事

前対策と、万一起こした場合にも風車は危険、環境に悪影響というような風潮を起こさないための危機管理

対応が重要となる。 

15 当社作成 

事業者Ａの風力発電サイトで 1基に落雷し、ブレードの一部が飛散した。たまたま近傍の道路を通行

していた車両に衝突し、驚いた運転者がハンドルを切ったところ電柱に激突、重傷を負った。Ａ社サ

イト責任者は直ちに被害者をお見舞いしたが、事故原因が自然災害であることより、自社の責任につ

いては曖昧な回答をおこなった。本件事故について、地元紙記者が事業者Ａの本社に取材を申し込ん

だものの、飛散の原因究明前であることを理由に断った。 

事業者Ａは、被害者への対応を弁護士および保険会社に一任したが、被害者は本社側の謝罪がないこ

とから示談を拒否、風力発電に反対する団体に相談したところ、ネガティブキャンペーン展開に発展

した。この動きをマスコミ各社が報道し、慌てた事業者Ａは社長が謝罪記者会見をおこなうこととな

った。会見の中で記者による責任追及の質問に、事業者Ａは、思わず「不可抗力で仕方ない」と答弁

してしまった。そのため、マスコミは他の事業者にも「風力発電の人身事故はどこでも起こりうるの

か？」と、取材の申し入れを行った。・・・ 
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4.3. 風力発電事業における危機管理の実態 

一般に、危機管理は経営の一部として認識されており、業種に関わらず大手企業では当たり前のように実

践されている。発電事業における大手企業（大手発電事業者）についても、長年の歴史のなかでいくつかの

危機を乗り越えてきたことにより、経験に基づいた危機管理のノウハウを蓄えている企業は少なくない。し

かしながら、中小規模の発電事業者は、危機管理はもとより危機経験に乏しい企業が数多く存在する。また、

本業で危機管理を整備している大企業でも、初めて風力発電事業へ参入した場合には危機管理が不足しやす

いという問題もある。そのため、風力発電事業者において次のような誤解がなされているケースが散見され

る。 

・「保安規程を制定しているから十分。」 

→ 保安規程は、電気工作物の工事、維持および運用に関する規程であり、電気工作物の保安確保を目的とする

もので、危機管理に関わる規定とは異なる。 

・「会社のリスク管理規程は作成している。」 

→ リスク管理規程はリスク管理に関する標準的な事項を定めたもので、それだけでは危機発生時に機能するこ

とは困難。具体的な対処方法を纏めたマニュアル、付随した手順書などが必要。 

・「親会社が危機管理マニュアルを制定している。」 

→ そのマニュアルは、例えば風車の重大事故を想定しているか？事故の派生から生じる危機を想定し対処する

内容を構築しておくことが重要。 

・「事故が起きたら弁護士や保険会社に一任するから大丈夫。」 

→ 弁護士は企業の法律上の行為を代理し、保険は損害に対する金銭的補填をおこなう役割を担う。社会的責任

（説明責任含む）については、企業自身が負う必要がある。 

・「自社で重大事故は起こさないように、十分な点検とオペレーションを実践している。」 

→ 重大事故を起こさない取り組みと、起きた事故を危機に派生させない取り組みは別のもので、かつどちらも

重要である。 

・「何かあった場合には、社長が判断し行動するのが当社のやり方。」 

→ 危機は突発的に発生し、またその対応如何で新たな危機が派生する。社長不在時でも、 

対応が可能なようにマニュアルを制定し、訓練を行っておくことが重要。 

 

4.4. 風力発電事業における危機管理体系 

風力発電事業における全組織的な危機管理のフレームワーク例を、次頁図 8に示す。企業におけるリスク

管理に関する方針・規程のもと、全社的な危機管理規程、危機管理マニュアルを策定する。その中で最も重

要なものは重大事故対応危機管理マニュアルと緊急時の広報対応であるクライシスコミュニケーションマニ

ュアルである。なお、保安体制や保安方法を策定する電気事業法で要求される保安規程はリスク管理に近い

ものであり、危機管理マニュアル類とは一線を画す関係にある。 

重大事故対応危機管理マニュアルには、重大事故（第三者被害があるような）発生時の初動対応等につい

て詳細に策定しておくことが重要である。マニュアルに基づく重大事故対応フロー例を、図 9 に示す。重大

事故の発生から、初動、危機対応時および事後について、具体的な対応方法を事業者の部門に応じて想定、

準備しておくことが望ましい。 
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図 8 危機管理のフレームワーク例 16 

 

 
図 9 重大事故（第三者死傷事故）発生の場合の対応フローの例 17 

16 当社作成 
17 当社作成 
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4.5. 危機管理体制の構築のステップ 

表 3に、危機管理体制を構築するための各ステップについて整理する。まずは、当該事業（風力発電事業）

および当該発電所におけるリスクの洗い出しから始まる。次に、危機管理フレームワークとして必要な構成

要素を整理する。そして、危機の概念を定義づけることで、フレームワークの概要を構築する。最後に、危

機管理マニュアルとして文書化整備する（可能であればマニュアルに沿った机上訓練をすることも重要であ

る）。 

表 3 危機管理体制の構築ステップ 18 

 

 
  顕在あるいは潜在するリスクを想定 → 「ワーストシナリオ」（最悪の損害が生じるケース） 

 

 

 

 

 

①広く網羅的にリスクを再認識 → ②リスク顕在化と危機の関係検討 → ③事態の類別化 →④危機の概念定義づけ 

 

 

 

18 当社作成 

Copyright © 2018 Sompo Risk Management & Health Care Inc. All rights reserved. ｜ 12 

                              



損保ジャパン日本興亜 RMレポート ｜ Issue 171 ｜ 2018年 5月 23日 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Sompo Risk Management & Health Care Inc. All rights reserved. ｜ 13 



損保ジャパン日本興亜 RMレポート ｜ Issue 171 ｜ 2018年 5月 23日 

 

おわりに 

風力発電のリスク管理は電気事業法で要求されているため、発電事業者に一定水準確保されていると考え

られる。ただし、毎年のように重大事故が発生している状況に鑑みれば、より高度なリスク管理が求められ

るべきであろう。 

他方、危機管理については法による義務が課せられていないためか、ほとんどの風力発電事業者において

その体制が整えられていない状況にある。危機想定で例示したシナリオのような公衆被害事故や重大な環境

影響・健康被害が発生すれば、当該発電所の地域住民の受容度は著しく低下し、最悪の場合、レピュテーシ

ョンリスクにより発電停止に追い込まれる可能性がある。さらには、環境にやさしい風力発電のイメージが

正から負に一気に転換することで、風力発電全体に対する国民の理解を低下せしめる事態に陥るかもしれな

い。そうなった場合には、他の多くの既設風力発電所や開発計画にも少なくない影響を与えることになる。

福島の原発事故発生以降の原発に対する世論の変化は、原発に限ったこととは言い切れない。 

従来、風力発電事業計画の許認可に対して、自治体が求めた危機管理は保険加入程度であったが、京都府

が平成 30 年 3 月に公募採択した次期太鼓山風力発電の仕様書 19 の中で、危機管理対策として「風力発電事

業を実施する上において、想定されるリスク（重大事故、環境・健康被害に関わるトラブル等）及びその対

応策（例、付保、メーカー保証、危機管理マニュアル、教育・訓練、クライシス・コミュニケーション等）

について具体的に記載すること」と要求したことは、全国に先駆けるものとして評価に値する。今後は自治

体における許認可において、高度なリスク管理と危機管理を要件とすべきであろう。 

重大な事故や環境影響・健康被害を発生させないよう徹底したリスク管理を実施することは当然であるが、

それでも万一発生した危機に対してその影響を最小限とするために、風力発電事業者においては最適な危機

管理対策を講じることが必要である。 

参考文献 

IEA「Renewable Energy Medium-Term Market Report 2016, 2017」 

IEA「World Energy Outlook 2017」 

REN21「RENEWABLE GLOBAL STATUS REPORT 2017」 

危機管理研究会編著「ケースブックあなたの組織を守る危機管理」（ぎょうせい） 

一般社団法人日本風力発電協会「風力発電設備の定期安全管理審査受診の手引き」 

19 京都府「丹後地域（太鼓山周辺）における新たな風力発電事業に向けた規格提案募集要領（平成 30年 1月 10日） 

Copyright © 2018 Sompo Risk Management & Health Care Inc. All rights reserved. ｜ 14 

                              



損保ジャパン日本興亜 RMレポート ｜ Issue 171 ｜ 2018年 5月 23日 

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント「定期安全管理審査の手引き」（風力発電設備） 
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